
適用区分令和８年度令和７年度令和６年度（例）
工事名・工期

改訂前の要領で実施

Ａ工事
Ｒ6.8.10〜Ｒ8.9.10

Ｂ工事
Ｒ7.5.10〜Ｒ８.4.10

Ｃ工事
Ｒ7.5.10〜Ｒ8.11.30

Ｄ工事
Ｒ８.４.10〜Ｒ8.11.30

改訂後の要領で実施
Ｅ工事

旧要領

新要領

〔公告日〕 〔完成日〕

4/1 4/1 ７/１

旧要領

〔公告日〕

〔公告日〕

〔７⽉以降単価適用日〕

〔完成日〕

〔完成日〕

〔完成日〕

旧要領

新要領

改正要領
施⾏⽇

旧要領

補足

〔補足〕
・令和８年７⽉以降の単価適用工事にかかる工事（Ｅ工事）は、新要領を適用します。※（営繕工事）においては令和８年７⽉８日以降に新たに公告を⾏う工事から適用します。

※上記に該当しない工事（令和７年度から令和９年度以降にわたる工事など）について、令和８年７⽉１日以降から新要領を適用するか否かは、受発注者間で協議してください。

〔公告日〕 〔完成日〕
旧要領

四⽇市市週休２⽇制工事 要領の適⽤区分表
要領︓四日市市週休２日制工事実施要領

四日市市週休２日制工事実施要領（営繕工事）
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参考資料

〔営繕工事︓7/8公告日〕


